
【令和7年】

■管内における事故発生状況（12月速報値）

○ガス事業法（ガス関係報告規則第4条）関連
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◆令和7年（2025年）の事故概要

○ガス事業法

発生年月日
場所

(県名）
事業者区分

事故の
種類

事故の概要 被害状況

2025年12月12日 宮城県
ガス小売事
業者

漏えい・
引火

店舗の厨房の自動ゆで麺器から出火し強化ガスホースの一部を
焼損した。ゆで麺器下部のガス接続口に接続している強化ガス
ホースに、清掃用具の接触等の外力が加わり袋ナット部が緩ん
でガス漏れが発生し、何らか着火源により火災が起きたと推定さ
れる。

人的被害：なし
物的被害：なし

2025年7月28日 秋田県
一般ガス導
管事業者

ガス工
作物の
損壊

製造ガスの熱量計測の値が48MJを超えて(基準は46MJ)警報が
発報し、一時的にガスの製造が停止。原因は、気化器に付随する
増熱用LPガス添加自動弁の開閉不全により、自動制御での熱量
調整が不能になった。

なし

2025年3月3日 宮城県
一般ガス導
管事業者

漏えい・
引火

消費機器調査において、業務用炊飯器側接続口(13mmホースエ
ンドタイプ)に9.5mmのゴム管用ソケットが接続され、ゴム管用ソ
ケットの一部に焼損跡があることを確認した。灯内内管漏えい検
査では異常がなかったが、機器側接続口より僅かにガス臭を感じ
たため、ガス検知器で検査したところ、ガス漏えいを確認した。原
因は、不適切な接続により漏えいしたガスが業務用炊飯器により
着火し，ゴム管用ソケットの一部焼損に至ったものと推定される。

人的被害：なし
物的被害：ゴム管
用ソケット一部焼
損




